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(57)【要約】
【課題】階層化したエリアにおいても、利用者の所在を
、より正確に特定することができる現在位置出力装置、
現在位置出力方法及び現在位置出力プログラムを提供す
る。
【解決手段】制御部１１は、定期的に、基地局に対して
基準気圧情報取得要求を実行し、この基地局から、基地
局の気圧及び標高を含む基準気圧情報を取得して、デー
タ記憶部１５に記憶する。制御部１１は、定期的に、圧
力センサ１６から取得した気圧の測定値と、基準気圧情
報を含めた標高算出式とを用いて、現在位置の標高を算
出して、データ記憶部１５に記録する。非常ボタンが押
下された場合、制御部１１は、このとき算出してデータ
記憶部１５に記憶した現在標高又は既にデータ記憶部１
５に記録されている標高を含む緊急通知を緊急連絡先に
対して行なう。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気圧を測定するための圧力センサと、この圧力センサを用いて測定した気圧を記憶する
気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現在位置出力装置であって、
　前記制御手段が、
　階層化したエリアへの進入を検知する検知手段と、
　前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して前記気圧データ記憶手
段に記録する基準気圧記録手段と、
　前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準気圧とを比較し、この比較した結果に
応じて、前記気圧を測定した現在位置の高さを特定する高さ特定手段と、
　特定した現在位置の高さに関する情報を出力する出力手段とを備えたことを特徴とする
現在位置出力装置。
【請求項２】
　基地局と通信を行なう無線通信部を備えており、
　前記基準気圧記録手段は、前記無線通信部が通信を行なう基地局から前記基準高さ及び
前記基準気圧に関する情報を定期的に取得し、
　前記高さ特定手段は、前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準気圧との圧力差
及び前記基準高さから、現在位置の高さを算出することを特徴とする請求項１に記載の現
在位置出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、屋外から屋内に入ったことを検出するための屋内検出条件を記憶して
おり、
　前記検知手段は、前記気圧データ記憶手段に記録された圧力が前記屋内検出条件を満た
すことを検出することにより、前記階層化したエリアへの進入を検知し、
　前記制御手段は、前記階層化したエリアへの進入を検知した場合には、検出の前後の気
圧差を用いて前記基準気圧の補正を行なう補正手段を更に備えたことを特徴とする請求項
１又は２に記載の現在位置出力装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、一度に表示される所定範囲の利用者の進路方向の地図情報を取得する
地図情報取得手段を更に備え、
　前記検知手段は、前記地図情報において階層化したエリアがあることを検出し、
　前記基準気圧記録手段は、階層化したエリアを検出したときに測定された気圧を基準気
圧とし、このときの高さを基準高さとして取得し、
　前記高さ特定手段は、
　前記階層化したエリアに進入した後に測定した気圧と前記基準気圧とが同じ場合には、
前記階層化したエリアに進入する前の高さと同じ高さを現在位置の高さとして特定し、
　前記階層化したエリアに進入した後に測定した気圧と前記基準気圧とが異なる場合には
、これらの気圧の大小関係に応じて、前記階層化したエリアに入る前の高さより低い位置
又は高い位置を現在位置の高さとして特定し、
　前記出力手段は、前記特定した現在位置の高さに応じた利用者の現在位置と、前記地図
情報取得手段が取得した地図情報とを含むナビゲーション情報を出力することを特徴とす
る請求項１に記載の現在位置出力装置。
【請求項５】
　気圧を測定するための圧力センサと、この圧力センサを用いて測定した気圧を記憶する
気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現在位置出力装置における方法であって、
　前記制御手段が、
　階層化したエリアへの進入を検知する検知段階と、
　前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して前記気圧データ記憶手
段に記録する基準気圧記録段階と、
　前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準気圧とを比較し、この比較した結果に
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応じて、前記気圧を測定した現在位置の高さを特定する高さ特定段階と、
　特定した現在位置の高さに関する情報を出力する出力段階とを実行することを特徴とす
る現在位置出力方法。
【請求項６】
　気圧を測定するための圧力センサと、この圧力センサを用いて測定した気圧を記憶する
気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現在位置出力装置におけるプログラムであっ
て、
　前記制御手段を、
　階層化したエリアへの進入を検知する検知手段、
　前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して前記気圧データ記憶手
段に記録する基準気圧記録手段、
　前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準気圧とを比較し、この比較した結果に
応じて、前記気圧を測定した現在位置の高さを特定する高さ特定手段、及び
　特定した現在位置の高さに関する情報を出力する出力手段として機能させることを特徴
とする現在位置出力プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者の現在位置の高さに関する情報を出力する現在位置出力装置、現在位
置出力方法及び現在位置出力プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話の普及に伴って、携帯電話端末からの緊急通報が増加している。そこで、近年
、ＧＰＳ機能を搭載した「緊急通知位置通知」対応の携帯電話端末では、ＧＰＳ測位によ
る位置情報を警察や消防に提供することができる。また、ＧＰＳ機能を搭載しない携帯電
話端末では、基地局の場所や電波到達範囲などから算出される位置情報が提供される。
【０００３】
　一方、現在の標高を特定するために、高度を測定する機能を備えた携帯電話端末が検討
されている（例えば、特許文献１参照。）。この文献に記載の携帯電話端末では、ＧＰＳ
により確定された位置情報と、地図情報記憶手段に記憶されている地図情報とから、位置
情報が示す位置の高度を算出する。この算出した位置の高度と、気圧測定手段により測定
された気圧とを用いて、携帯電話端末は、気圧を高度に変換する換算テーブルを補正する
。携帯電話端末は、補正した換算テーブルを用いて、測定した気圧を高度に変換して、こ
の高度を表示する。このため、天候によらずに、より正確な高度を測定できる。
【特許文献１】特開２００６－１４５３４０号公報（第１頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、平面的な地図情報からだけでは、高さ方向を含めた利用者の現在位置を
一意に特定できない。例えば、利用者が高層ビル内にいる場合、ＧＰＳ機能により、高層
ビルにいることは把握できても、高層ビルのどの階にいるかを把握することは難しい。こ
のような高層ビルの中にいる利用者が緊急通知を行なった場合、利用者の所在を特定でき
ない。また、自動車を運転する場合、カーナビゲーション装置を利用することが多くなっ
てきている。しかし、階層化された道路（例えば、高速道路及びその側道）を走行してい
る場合には、いずれの道路を走行しているかを、平面的な地図情報だけでは判断が困難で
ある。上述した文献の技術においては、階層化された建造物における所在の特定は考慮さ
れていない。
【０００５】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされ、その目的は、階層化したエリアにおいても、
利用者の所在を、より正確に特定することができる現在位置出力装置、現在位置出力方法
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及び現在位置出力プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、本発明は、気圧を測定するための圧力センサと、この圧
力センサを用いて測定した気圧を記憶する気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現
在位置出力装置であって、前記制御手段が、階層化したエリアへの進入を検知する検知手
段と、前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して前記気圧データ記
憶手段に記録する基準気圧記録手段と、前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準
気圧とを比較し、この比較した結果に応じて、前記気圧を測定した現在位置の高さを特定
する高さ特定手段と、特定した現在位置の高さに関する情報を出力する出力手段とを備え
たことを要旨とする。気圧は、高さに応じて変化するが、天候によっても変化する。この
ため、階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を用いて現在位置の高さを特定す
ることにより、階層化したエリアにおいても、より正確に現在位置の高さを特定すること
ができる。
【０００７】
　本発明は、基地局と通信を行なう無線通信部を備えており、前記基準気圧記録手段は、
前記無線通信部が通信を行なう基地局から前記基準高さ及び前記基準気圧に関する情報を
定期的に取得し、前記高さ特定手段は、前記圧力センサを用いて測定した気圧と前記基準
気圧との圧力差及び前記基準高さから、現在位置の高さを算出することを要旨とする。こ
のため、基地局から基準高さ及び基準気圧を定期的に取得するので、気圧を測定する平面
的な位置に応じた基準高さ及び基準気圧を効率よく取得することができる。
【０００８】
　本発明は、前記制御手段は、屋外から屋内に入ったことを検出するための屋内検出条件
を記憶しており、前記検知手段は、前記気圧データ記憶手段に記録された圧力が前記屋内
検出条件を満たすことを検出することにより、前記階層化したエリアへの進入を検知し、
前記制御手段は、前記階層化したエリアへの進入を検知した場合には、検出の前後の気圧
差を用いて前記基準気圧の補正を行なう補正手段を更に備えたことを要旨とする。屋内の
場合には、屋外に比べて気圧が高くなることがある。検出条件を用いて、屋内に入ったと
きを検出して、標高によらない気圧上昇を考慮した補正を行なうので、屋内においても、
従来よりも正確に現在位置の高さを特定することができる。
【０００９】
　本発明は、前記制御手段は、一度に表示される所定範囲の利用者の進路方向の地図情報
を取得する地図情報取得手段を更に備え、前記検知手段は、前記地図情報において階層化
したエリアがあることを検出し、前記基準気圧記録手段は、階層化したエリアを検出した
ときに測定された気圧を基準気圧とし、このときの高さを基準高さとして取得し、前記高
さ特定手段は、前記階層化したエリアに進入した後に測定した気圧と前記基準気圧とが同
じ場合には、前記階層化したエリアに進入する前の高さと同じ高さを現在位置の高さとし
て特定し、前記階層化したエリアに進入した後に測定した気圧と前記基準気圧とが異なる
場合には、これらの気圧の大小関係に応じて、前記階層化したエリアに入る前の高さより
低い位置又は高い位置を現在位置の高さとして特定し、前記出力手段は、前記特定した現
在位置の高さに応じた利用者の現在位置と、前記地図情報取得手段が取得した地図情報と
を含むナビゲーション情報を出力することを要旨とする。このため、天候による気圧変化
の距離に比べて、階層化したエリアを予定進路上に検出してから進入するまでの距離は長
くない。従って、階層化したエリアに進入した後に測定された気圧は、基準気圧に対して
天候による気圧変化の影響をほとんど受けないので、階層化したエリアにおいても、利用
者の現在位置の高さを、より正確に特定して、より正確なナビゲーションを行なうことが
できる。
【００１０】
　上記問題点を解決するために、本発明は、気圧を測定するための圧力センサと、この圧
力センサを用いて測定した気圧を記憶する気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現
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在位置出力装置における方法であって、前記制御手段が、階層化したエリアへの進入を検
知する検知段階と、前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して前記
気圧データ記憶手段に記録する基準気圧記録段階と、前記圧力センサを用いて測定した気
圧と前記基準気圧とを比較し、この比較した結果に応じて、前記気圧を測定した現在位置
の高さを特定する高さ特定段階と、特定した現在位置の高さに関する情報を出力する出力
段階とを実行することを要旨とする。気圧は、高さに応じて変化するが、天候によっても
変化する。このため、階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を用いて現在位置
の高さを特定することにより、階層化したエリアにおいても、より正確に現在位置の高さ
を特定することができる。
【００１１】
　上記問題点を解決するために、本発明は、気圧を測定するための圧力センサと、この圧
力センサを用いて測定した気圧を記憶する気圧データ記憶手段と、制御手段とを備えた現
在位置出力装置におけるプログラムであって、前記制御手段を、階層化したエリアへの進
入を検知する検知手段、前記階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を取得して
前記気圧データ記憶手段に記録する基準気圧記録手段、前記圧力センサを用いて測定した
気圧と前記基準気圧とを比較し、この比較した結果に応じて、前記気圧を測定した現在位
置の高さを特定する高さ特定手段、及び特定した現在位置の高さに関する情報を出力する
出力手段として機能させることを要旨とする。気圧は、高さに応じて変化するが、天候に
よっても変化する。このため、階層化したエリアに応じた基準高さ及び基準気圧を用いて
現在位置の高さを特定することにより、階層化したエリアにおいても、より正確に現在位
置の高さを特定することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、階層化したエリアにおいても、利用者の現在位置の高さを、より正確
に特定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１実施形態について図１～図７を用いて説明する。本実施
形態では、例えば、消防や警察に緊急連絡をする場合等に、利用者の現在位置を出力する
現在位置出力装置として説明する。この場合、利用者がビル内のどの階にいるかを特定す
るために役立つ現在位置の標高を含む情報を通知する。
【００１４】
　図１に示すように、現在位置出力装置としての携帯電話端末１０は、公知のように、基
地局２０とデータの送受信を行なう。基地局２０は、ネットワークを介して消防や警察の
緊急連絡先に接続されている。
【００１５】
　本実施形態においては、基地局２０には、気圧を測定する気圧測定装置が設けられてい
る。更に、基地局２０には、基準気圧情報を記憶する基準データ記憶部２１が設けられて
いる。基準気圧情報は、気圧測定装置が設置された標高（基地局２０の標高）と、基地局
２０において測定された気圧とが含まれる。なお、本実施形態では、この基地局２０の標
高が基準高さであり、基地局２０において測定された気圧が基準気圧に該当する。基地局
２０は、定期的に、気圧測定装置で測定された気圧を取得して、基準気圧情報の気圧とし
て基準データ記憶部２１に記録して更新する。そして、基地局２０は、携帯電話端末１０
の要求に応じて、基準データ記憶部２１に記憶された基準気圧情報を定期的に携帯電話端
末１０に送信する。
【００１６】
　次に、図２を用いて、携帯電話端末１０の内部構成について説明する。
　携帯電話端末１０は、制御部１１、無線通信部１２、操作部１３、表示部１４、気圧デ
ータ記憶手段としてのデータ記憶部１５及び圧力センサ１６を備えている。
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【００１７】
　制御部１１は、制御手段として機能し、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等を有し
、後述する処理（検知段階、基準気圧記録段階、高さ特定段階及び出力段階等を含む処理
）を行なう。制御部１１は、通信制御手段１１１、ＩＦ制御手段１１２、緊急連絡手段１
１３、位置情報取得手段１１４、高度算出手段１１５、屋内外特定手段１１６及びタイマ
１１７として機能する。
【００１８】
　通信制御手段１１１は、基地局２０とデータの送受信を行なうために、無線通信部１２
の制御を行なう。
　ＩＦ制御手段１１２は、操作部１３及び表示部１４等のインターフェースに対する制御
を行なう。具体的には、ＩＦ制御手段１１２は、操作部１３を介して取得した指示データ
に応じて、通信制御手段１１１及び緊急連絡手段１１３を制御する。また、ＩＦ制御手段
１１２は、表示画面データを生成して、表示部１４に表示画面を表示する。
【００１９】
　緊急連絡手段１１３は、基準気圧記録手段及び出力手段として機能し、ＩＦ制御手段１
１２からの指示に応じて緊急連絡を行なう処理を実行する。
　位置情報取得手段１１４は、ＧＰＳ信号受信部を備えており、受信したＧＰＳ信号から
携帯電話端末１０の位置を特定し、平面的な位置情報としてデータ記憶部１５に記録する
。
【００２０】
　高度算出手段１１５は、基準気圧記録手段及び高さ特定手段として機能し、現在位置の
標高を算出する標高算出処理を実行する。具体的には、高度算出手段１１５は、データ記
憶部１５に記録された標高算出関数としての標高算出式を用いて、現在位置の標高を算出
してデータ記憶部１５に記憶する。また、高度算出手段１１５は、後述する標高算出式更
新処理において、定期的に基準気圧情報を取得して、標高算出式の更新を行なう。更に、
高度算出手段１１５は、階層移動検出パターンを記憶している。この階層移動検出パター
ンは、一定時間以上、なだらかな圧力上昇又は圧力降下が連続するパターンである。高度
算出手段１１５は、データ記憶部１５に記憶された所定期間における気圧測定値の変動が
、この階層移動検出パターンと一致する場合には、１階分のフロアを移動したと特定する
。そして、高度算出手段１１５は、圧力下降の階層移動検出パターンを検出する度に、デ
ータ記憶部１５から後述する移動階数データを取得し、これに対して「１」を加算して、
この更新された移動階数データをデータ記憶部１５に記録する。また、高度算出手段１１
５は、圧力上昇の階層移動検出パターンを検出する度に、データ記憶部１５から移動階数
データを取得し、これに対して「１」を減算して、この更新された階層移動検出データを
データ記憶部１５に記録する。例えば、図７に示すように、エスカレータで利用者が５階
まで移動する場合、１階から２階、２階から３階、３階から４階、４階から５階のそれぞ
れの移動において、高度算出手段１１５が圧力下降の階層移動検出パターンを検出する。
このため、利用者がエスカレータで５階まで上昇した場合には、データ記憶部１５の移動
階数データとして、合計された「５」（＝５階分）が記録される。
【００２１】
　屋内外特定手段１１６は、検知手段及び補正手段として機能し、屋内に入ったこと又は
屋外に出たことを検出し、それに応じて屋内補正値に対して処理を実行する。通常、屋内
に入ったときには、急激に気圧が変動して、気圧が高くなる。そこで、屋内外特定手段１
１６は、屋内外の移動を検出するための屋内外気圧変化しきい値に関するデータを屋内検
出条件として記録している。そして、屋内外特定手段１１６は、圧力センサ１６から取得
した気圧の微分値が屋内外気圧変化しきい値以上の場合には、屋内に入ったこと又は屋外
に出たことを検出する。更に、屋内外特定手段１１６は、屋内に入ったことを検出した場
合には、このときの屋外との気圧差を算出して、標高算出式に含まれる屋内補正値として
データ記憶部１５に記憶する。また、屋内外特定手段１１６は、屋外に出たことを検出し
た場合には、記憶していた屋内補正値を「０」にリセットする。
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　タイマ１１７は、時間情報を高度算出手段１１５に提供する。
【００２２】
　一方、操作部１３は、制御部１１に対して利用者からの指示を受け付ける。本実施形態
では、この操作部１３は、非常ボタンを含む各種操作ボタンである。制御部１１のＩＦ制
御手段１１２は、この操作部１３における各種操作ボタンの押下から利用者の指示データ
を特定する。
【００２３】
　表示部１４は、利用者が操作指示やデータ入力等を行なうための表示画面を表示する。
本実施形態では、この表示部１４は、ディスプレイである。制御部１１のＩＦ制御手段１
１２は、この表示部１４に表示画面を表示する。
【００２４】
　データ記憶部１５は、各種データを記憶する。本実施形態では、緊急連絡先、現在位置
、屋内外フラグ、気圧測定値及び標高算出式に関するデータが記憶される。
　緊急連絡先データ領域には、緊急連絡先（警察や消防のアドレス情報）に関するデータ
が記録されている。
【００２５】
　現在位置データ領域には、携帯電話端末１０の現在位置を特定するためのデータが記録
される。この現在位置には、平面的な位置情報（平面位置）と、標高の位置情報（現在位
置の標高）と、フロア情報（移動階数）とが含まれている。このため、現在位置データ領
域にはそれぞれのデータ領域が設けられている。平面位置データ領域には、位置情報取得
手段１１４においてＧＰＳ信号から算出された平面的な位置を特定するためのデータが記
録される。現在位置の標高データ領域には、高度算出手段１１５が算出した標高に関する
データが記録される。更に、移動階数データ領域には、階層移動検出パターンの検出に応
じた移動階数に関するデータが記録される。
【００２６】
　屋内外フラグデータ領域には、携帯電話端末１０の現在位置が屋内又は屋外のいずれで
あるかを特定するためのフラグが記録される。この屋内外フラグデータ領域に屋内フラグ
データが記録された場合には、利用者は屋内にいることを示す。また、この屋内外フラグ
データ領域に屋外フラグデータが記録された場合には、利用者は屋外にいることを示す。
【００２７】
　気圧測定値データ領域には、圧力センサ１６が測定した気圧の測定値が記録される。本
実施形態では、この気圧測定値は、制御部１１が圧力センサ１６から取得した時刻に関連
付けて気圧測定値データ領域に記録される。
【００２８】
　標高算出式データ領域には、携帯電話端末１０の現在位置の標高を算出する式に関する
データが記憶される。本実施形態では、この標高算出式として、次式を用いる。
　現在位置の標高＝｛基準気圧－（測定気圧－屋内補正値）｝×１００／１２＋基準標高
　この標高算出式において、基準気圧とは、本実施形態では基地局２０において測定され
た気圧（基準気圧情報の気圧）である。また、測定気圧とは、圧力センサ１６で測定した
気圧である。屋内補正値とは、屋内と屋外との気圧差である。図６に示すように、屋内の
気圧Ｐ１は、屋外の気圧Ｐ２よりが高くなるので、屋内外の気圧差ΔＰを屋内補正値とし
て用いる。なお、利用者が屋外にいる場合には、この屋内補正値を「０」とした標高算出
式を用いる。基準標高とは、基地局２０の標高である。
【００２９】
　圧力センサ１６は、携帯電話端末１０における気圧を測定し、この測定した気圧に関す
るデータを制御部１１に供給する。
　次に、以上の構成を有する携帯電話端末１０を用いて、利用者の現在位置を通知する処
理について説明する。ここでは、標高算出処理、屋内外処理、標高算出式更新処理、緊急
通知処理の順番に説明する。
【００３０】
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　（標高算出処理）
　まず、標高算出処理について説明する。
　制御部１１は、定期的に、測定された気圧の取得処理を実行する。具体的には、制御部
１１の高度算出手段１１５は、圧力センサ１６の気圧測定値を定期的に取得し、データ記
憶部１５の気圧測定値データ領域に記録する。
【００３１】
　次に、制御部１１は、現在位置の高さ算出処理を実行する。具体的には、制御部１１の
高度算出手段１１５は、圧力センサ１６から取得した気圧測定値を、測定気圧として標高
算出式に代入して、現在位置の標高を算出する。そして、高度算出手段１１５は、現在位
置情報の現在位置の標高としてデータ記憶部１５に記録する。
【００３２】
　更に、高度算出手段１１５は、データ記憶部１５の気圧測定値データ領域に記憶された
気圧測定値の変化が、階層移動検出パターンを含むか否かを判断する。この場合、階層移
動検出パターンを含んでいる場合には、高度算出手段１１５は、データ記憶部１５の移動
階数データ領域から移動階数データを取得し、検出した階層移動検出パターンに応じた演
算を行なって新たな移動階数を算出して、データ記憶部１５の移動階数データ領域に記録
する。そして、階層移動検出パターンを検出しない場合又は移動階数を記録した場合には
、標高算出処理を終了する。
【００３３】
　（屋内外特定処理）
　次に、屋内外特定処理について、図３を用いて説明する。
　この処理において、制御部１１が圧力センサ１６から新たな気圧測定値を取得した場合
、まず、気圧微分値の算出処理を実行する（ステップＳ１０１）。具体的には、制御部１
１の屋内外特定手段１１６は、新たに取得した気圧測定値（変化後気圧測定値）と、この
直前にデータ記憶部１５に記憶された気圧測定値（変化前気圧測定値）との差分から気圧
微分値を算出する。
【００３４】
　次に、制御部１１は、直近の所定時間における気圧微分値が屋内外気圧変化しきい値以
上の変動があるか否かを判断する（ステップＳ１０２）。具体的には、制御部１１の屋内
外特定手段１１６は、ステップＳ１０１で算出した気圧微分値と、屋内外特定手段１１６
に記憶している屋内外気圧変化しきい値とを比較する。ここで、気圧微分値が屋内外気圧
変化しきい値より小さい場合（ステップＳ１０２において「ＮＯ」の場合）には、屋内外
特定処理を終了する。
【００３５】
　一方、気圧微分値が屋内外気圧変化しきい値以上の場合（ステップＳ１０２において「
ＹＥＳ」の場合）には、制御部１１は、気圧が上昇しているか否かを判断する（ステップ
Ｓ１０３）。具体的には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、変化後気圧測定値と変
化前気圧測定値とを比較し、変化後気圧測定値が大きいか否かを判断する。
【００３６】
　ここで、気圧が上昇している場合（ステップＳ１０３において「ＹＥＳ」の場合）には
、制御部１１は、変化前が屋外であったか否かを判断する（ステップＳ１０４）。具体的
には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、屋内外フラグデータ領域に屋外フラグが記
録されている場合には、変化前は屋外と判断する。
【００３７】
　ここで、変化前が屋外と判断された場合（ステップＳ１０４において「ＹＥＳ」の場合
）には、制御部１１は、屋内フラグの記録処理を実行する（ステップＳ１０５）。具体的
には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、データ記憶部１５の屋内外フラグデータ領
域に屋内フラグを記録する。
【００３８】
　次に、制御部１１は、屋内補正値の記録処理を実行する（ステップＳ１０６）。具体的
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には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、変化後気圧測定値から変化前気圧測定値を
減算した屋内補正値を算出し、標高算出式の屋内補正値としてデータ記憶部１５に記録す
る。そして、屋内補正値の記録処理（ステップＳ１０６）が終了すると、又は変化前が屋
内であった場合（ステップＳ１０４において「ＮＯ」の場合）、には、制御部１１は、屋
内外特定処理を終了する。
【００３９】
　一方、気圧微分値が屋内外気圧変化しきい値以上で気圧が下降した場合（ステップＳ１
０３において「ＮＯ」の場合）には、制御部１１は、変化前が屋内であったか否かを判断
する（ステップＳ１０７）。具体的には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、屋内外
フラグデータ領域に屋内フラグが記録されている場合には、変化前は屋内と判断する。
【００４０】
　ここで、変化前が屋内と判断された場合（ステップＳ１０７において「ＹＥＳ」の場合
）には、制御部１１は、屋外フラグの記録処理を実行する（ステップＳ１０８）。具体的
には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、データ記憶部１５の屋内外フラグデータ領
域に屋外フラグを記録する。
【００４１】
　次に、制御部１１は、屋内補正値のリセット処理を実行する（ステップＳ１０９）。具
体的には、制御部１１の屋内外特定手段１１６は、データ記憶部１５に記録された標高算
出式の屋内補正値として「０」に記録する。更に、この場合、制御部１１は、データ記憶
部１５の移動階数データ領域に記録された移動階数も「０」に補正する。
【００４２】
　そして、屋内補正値のリセット処理（ステップＳ１０９）が終了すると、又は変化前が
屋外の場合（ステップＳ１０７において「ＮＯ」の場合）には、制御部１１は、屋内外特
定処理を終了する。
【００４３】
　（標高算出式更新処理）
　次に、標高算出式更新処理について、図４を用いて説明する。
　先の基準気圧情報を取得した時刻からの経過時間が基準気圧情報取得間隔を経過すると
（ステップＳ２０１において「ＹＥＳ」）、制御部１１は、基準気圧情報取得要求を実行
する（ステップＳ２０２）。具体的には、制御部１１の高度算出手段１１５は、タイマ１
１７を用いて、先の基準気圧情報を取得した時刻からの時間経過情報を取得し、基準気圧
情報取得間隔に達した場合、通信制御手段１１１に対して、基地局２０から基準気圧情報
を取得する指示を供給する。通信制御手段１１１は、無線通信部１２を介して、携帯電話
端末１０の所在位置をカバーしている基地局２０に対して、基準気圧情報要求を送信する
。この基準気圧情報要求を受信した基地局２０は、基準気圧情報を携帯電話端末１０に提
供する。
【００４４】
　ここで、基準気圧情報を取得できなかった場合（ステップＳ２０３において「ＮＯ」の
場合）には、制御部１１は、次の基準気圧情報取得間隔が経過するまで待機する。なお、
本実施形態において、制御部１１は、携帯電話端末１０が基地局２０の圏外に位置してい
る等、通常の通信に要する時間以上待機しても、基地局２０からデータを受信しなかった
場合には、基準気圧情報を取得できなかったと判断する。
【００４５】
　一方、基準気圧情報を取得した場合（ステップＳ２０３において「ＹＥＳ」の場合）に
は、制御部１１は、標高算出式の更新処理を実行する（ステップＳ２０４）。具体的には
、制御部１１の高度算出手段１１５は、無線通信部１２及び通信制御手段１１１を介して
、基地局２０から基準気圧情報を取得する。更に、高度算出手段１１５は、取得した基準
気圧情報の基準気圧及び基準標高のそれぞれの値を、標高算出式の基準気圧及び基準標高
としてデータ記憶部１５に記録する。そして、制御部１１は、次の基準気圧情報取得間隔
が経過するまで待機する。
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【００４６】
　（緊急通知処理）
　次に、警察又は消防に緊急通知を行なうための緊急通知処理について、図５を用いて説
明する。
【００４７】
　緊急通知を行なうために、非常ボタンが押された場合、携帯電話端末１０の制御部１１
は、非常ボタンの押下の検知処理を実行する（ステップＳ３０１）。具体的には、制御部
１１のＩＦ制御手段１１２は、操作部１３から非常ボタンが押下された信号を取得すると
、緊急連絡手段１１３に緊急連絡処理を実行する指示を供給する。
【００４８】
　制御部１１は、基準気圧情報取得要求処理を実行する（ステップＳ３０２）。具体的に
は、制御部１１の緊急連絡手段１１３は、緊急連絡処理の実行指示を取得すると、通信制
御手段１１１に対して、基地局２０から基準気圧情報を取得する指示を供給する。通信制
御手段１１１は、無線通信部１２を介して、データの送受信をしている基地局２０に対し
て、基準気圧情報要求を送信する。この要求を受信した基地局２０は、基準データ記憶部
２１に記憶している基準気圧情報を携帯電話端末１０に送信する。
【００４９】
　ここで、基準気圧情報を取得できた場合（ステップＳ３０３において「ＹＥＳ」の場合
）、制御部１１は、現在標高の算出処理を実行する（ステップＳ３０４）。具体的には、
制御部１１の緊急連絡手段１１３は、無線通信部１２及び通信制御手段１１１を介して、
基地局２０から基準気圧情報を取得する。更に、緊急連絡手段１１３は、取得した基準気
圧情報の基準気圧及び基準標高のそれぞれの値を、標高算出式の基準気圧及び基準標高と
してデータ記憶部１５に記録する。そして、緊急連絡手段１１３は、高度算出手段１１５
に、上述した標高算出処理を実行させる指示を供給する。具体的には、高度算出手段１１
５は、圧力センサ１６の気圧測定値を取得し、この気圧測定値を用いて現在位置の標高を
算出し、この現在位置の標高をデータ記憶部１５に記録する。そして、緊急連絡手段１１
３は、データ記憶部１５に記録された現在位置データを取得する。この場合、現在位置デ
ータには、平面位置と現在位置の標高とが含まれる。なお、データ記憶部１５に移動階数
が「０」でない場合には、この現在位置データには移動階数に関するデータも含まれる。
【００５０】
　一方、基準気圧情報を取得できなかった場合（ステップＳ３０３において「ＮＯ」の場
合）、制御部１１は、データ記憶部１５に記録された標高の取得処理を実行する（ステッ
プＳ３０５）。具体的には、制御部１１の緊急連絡手段１１３は、通常の通信に要する時
間以上待機しても、基地局２０からデータを受信しなかった場合には、緊急連絡手段１１
３は、データ記憶部１５に記録された現在位置データを取得する。
【００５１】
　そして、制御部１１は、緊急連絡先への通知処理を実行する（ステップＳ３０６）。具
体的には、制御部１１の緊急連絡手段１１３は、緊急連絡先データをデータ記憶部１５か
ら取得する。更に、緊急連絡手段１１３は、データ記憶部１５に記憶された現在位置情報
を取得し、これを含めた緊急通知を生成する。そして、この緊急通知を、基地局２０を介
して緊急連絡先に送信する。この現在位置情報には、ステップＳ３０４において算出した
現在標高、又はステップＳ３０５において取得した標高に関するデータを含む現在標高と
、ＧＰＳ信号から特定した平面的な位置情報と、データ記憶部１５に移動階数に関する情
報が記録されている場合にはこの移動階数に関する情報とが含まれる。以上により、緊急
通知処理が完了する。
【００５２】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　・　本実施形態では、制御部１１は、先の基準気圧情報を取得した時刻からの経過時間
が基準気圧情報取得間隔を経過すると、基準気圧情報取得要求を実行する（ステップＳ２
０２）。制御部１１は、データの送受信を行なう基地局２０から基準気圧情報を取得して
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（ステップＳ２０３において「ＹＥＳ」の場合）、この基準気圧情報をデータ記憶部１５
に記憶する標高算出式の更新処理を実行する（ステップＳ２０４）。一方で、制御部１１
は、定期的に、測定された気圧の取得処理を実行し、現在位置の高さ算出処理を実行する
。この場合、制御部１１は、圧力センサ１６から取得した気圧測定値を、測定気圧として
標高算出式に代入して現在位置の標高を算出して、データ記憶部１５に記録する。非常ボ
タンが押下された場合には、制御部１１は、緊急連絡先への通知処理を実行する（ステッ
プＳ３０６）。この場合、制御部１１は、データ記憶部１５に記録された現在位置データ
を取得し、この現在位置データに含まれる平面位置と現在位置の標高と（場合によっては
移動階数と）を基地局２０を介して緊急連絡先に送信する。気圧は、標高に応じて変化す
るが、地域の天候によっても変化する。本実施形態では、携帯電話端末１０の制御部１１
は、データ送受信する基地局２０から定期的に取得した基準気圧情報を用いて標高算出式
の更新を行なう。このため、基地局２０がカバーする通話範囲において、より適切な基準
気圧情報で定期的に標高算出式を更新しながら、現在位置の標高を算出するので、階層化
したエリアであっても、利用者の現在位置をより正確に把握することができる。よって、
緊急通知を受けた緊急連絡先は、地図情報から利用者の現在位置を一意に特定できない場
合であっても、利用者の現在位置（通報場所）をより正確に把握することができる。
【００５３】
　・　本実施形態では、制御部１１は、データの送受信を行なう基地局２０において測定
された気圧及びこの基地局２０の標高を含む基準気圧情報を取得して、標高算出式の更新
処理を実行する（ステップＳ２０４）。天候による気圧変化が生じる距離に比べて、基地
局２０が携帯電話端末１０とデータ送受信する範囲は狭い。このため、利用者の現在位置
と、天候による気圧がほぼ同じである基地局２０における標高及び気圧を基準気圧情報と
して用いて補正が行なえるので、より正確に利用者の現在標高を算出することができる。
【００５４】
　・　本実施形態では、圧力センサ１６から新たな気圧測定値を取得すると、制御部１１
は、気圧微分値の算出処理を実行し（ステップＳ１０１）、気圧微分値が屋内外気圧変化
しきい値以上である場合（ステップＳ１０２において「ＹＥＳ」の場合）には、気圧が上
昇したか否かを判断する（ステップＳ１０３）。気圧が上昇しており、変化前が屋外であ
った場合（ステップＳ１０４において「ＹＥＳ」の場合）には、制御部１１は、屋内フラ
グの記録処理を実行し（ステップＳ１０５）、屋内補正値の記録処理を実行する（ステッ
プＳ１０６）。一方、気圧が下降しており、変化前が屋内であった場合（ステップＳ１０
７において「ＹＥＳ」の場合）には、制御部１１は、屋外フラグの記録処理を実行し（ス
テップＳ１０８）、屋内補正値のリセット処理を実行する（ステップＳ１０９）。このた
め、制御部１１は、ビル等の屋内に入って気圧が急激に上昇した場合、屋内補正値を記録
するので、屋内に入ったために気圧が上昇した場合には、これを考慮して利用者の現在標
高を算出することができ、利用者の現在位置の標高をより正確に算出することができる。
【００５５】
　・　本実施形態では、緊急連絡先への通知処理（ステップＳ３０６）において、制御部
１１は、データ記憶部１５に記憶された現在位置情報を含む緊急通知を緊急連絡先に対し
て行なう。この現在位置情報には、ＧＰＳ信号から特定した平面的な位置情報が含まれる
。このため、緊急連絡先においては、平面的な位置情報と利用者の現在標高とが把握でき
るので、通報場所をより効率よく把握することができる。
【００５６】
　・　本実施形態では、標高算出処理の現在位置の高さ算出処理において、制御部１１は
、現在位置の標高を算出してデータ記憶部１５に記録するとともに、階層移動検出パター
ンに一致している場合には、その階層移動検出パターンに対応する移動階数を特定して、
データ記憶部１５の現在位置データ領域に記録する。そして、緊急通知処理の緊急連絡先
への通知処理（ステップＳ３０６）において、制御部１１は、データ記憶部１５に記憶さ
れた現在位置に関するデータを取得し、これを含む緊急通知を緊急連絡先に対して行なう
。この現在位置に関するデータには、データ記憶部１５に移動階数に関する情報が記録さ
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れている場合には、この移動階数データが含まれる。１階分の高さは、建物によってまち
まちなので、この移動階数データを用いることにより、利用者の現在位置（現在の階数）
を、より正確に特定することができる。
【００５７】
　・　本実施形態では、緊急連絡処理において、制御部１１は、非常ボタンの押下を検出
すると、基準気圧情報取得要求処理を実行する（ステップＳ３０２）。基準気圧情報を取
得できた場合（ステップＳ３０３において「ＹＥＳ」の場合）、制御部１１は、現在の標
高の算出処理を実行する。このため、利用者の現在位置を通報する場合には、基準気圧情
報取得要求を行なうので、通報しようとする現在位置に対応する基準気圧情報を新たに取
得して、この基準気圧情報を用いて補正することができるので、より正確に利用者の現在
位置を特定することができる。
【００５８】
　（第２実施形態）
　次に、本発明を具体化した第２実施形態について図９及び図１０を用いて説明する。本
実施形態では、利用者が乗車している車の現在位置を出力する現在位置出力装置としての
ナビゲーション装置として説明する。
【００５９】
　図９に示すように、車に搭載されるナビゲーション装置４０は、制御部４１、ＧＰＳ受
信部４２、操作部４３、表示部４４、地図データ記憶部４５及び圧力センサ４６を備えて
いる。
【００６０】
　制御部４１は、制御手段として機能し、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等を有し
、後述する処理（検知段階、基準気圧記録段階、高さ特定段階及び出力段階等を含む処理
）を行なう。制御部４１は、ナビゲーション表示制御手段４１０、ＩＦ制御手段４１１及
び高さ検出手段４１２として機能する。
【００６１】
　ナビゲーション表示制御手段４１０は、地図情報取得手段、検知手段、基準気圧記録手
段及び出力手段として機能し、利用者を目的地に案内（ナビゲーション）するための表示
処理を制御する。具体的には、ナビゲーション表示制御手段４１０は、ＧＰＳ受信部４２
から特定される利用者の位置情報を算出する。更に、ナビゲーション表示制御手段４１０
は、利用者の現在位置の周囲の地図情報を地図データ記憶部４５から取得し、目的地に向
かう進路を示すナビゲーション画面を生成して、表示部４４に表示する。また、階層化し
たエリアとしてのインターチェンジを走行する場合、ナビゲーション表示制御手段４１０
は、高さ検出手段４１２からの走行している階層を特定する情報を取得し、これに応じた
現在位置を特定する。
【００６２】
　ＩＦ制御手段４１１は、各種操作ボタンの操作部４３を介して利用者からの指示を取得
し、ディスプレイの表示部４４に表示を行なう。
　高さ検出手段４１２は、高さ特定手段として機能し、圧力センサ４６が測定した気圧に
関するデータを取得して、インターチェンジにおいてどの階層を走行しているかを特定し
、この走行層特定情報をナビゲーション表示制御手段４１０に供給する。更に、高さ検出
手段４１２は、インターチェンジにおいて、同じ階層を進行しているときの気圧の変動を
許容する許容変化圧力値を記憶している。
【００６３】
　ＧＰＳ受信部４２は、受信したＧＰＳ信号から、ナビゲーション装置４０を搭載した車
の位置を特定する。
　地図データ記憶部４５は、地図情報に関するデータが記録されている。
　圧力センサ４６は、ナビゲーション装置４０が設けられた車の気圧を測定し、この測定
した気圧に関するデータを制御部４１に供給する。
【００６４】
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　次に、上述したナビゲーション装置４０を用いた場所特定処理について、図１０を用い
て説明する。なお、ナビゲーション装置４０を利用する場合には、公知のように、利用者
は、操作部４３を介して制御部４１に目的地を特定する情報を入力しておく。
【００６５】
　まず、制御部４１は、現在地の特定処理を実行する（ステップＳ４０１）。具体的には
、制御部４１のナビゲーション表示制御手段４１０は、ＧＰＳ受信部４２から車の位置を
特定するためのＧＰＳ情報を取得する。そして、ナビゲーション表示制御手段４１０は、
ＧＰＳ情報を用いて、この車が走行している位置についての地図情報を地図データ記憶部
４５から取得する。ナビゲーション表示制御手段４１０は、地図情報に、現在位置と目的
地への進行方向とを含めたナビゲーション画面を生成し、ＩＦ制御手段４１１を介して表
示部４４に表示する。
【００６６】
　そして、制御部４１は、予定進路上にインターチェンジがあるか否かを判断する（ステ
ップＳ４０２）。具体的には、制御部４１のナビゲーション表示制御手段４１０は、地図
データ記憶部４５から取得した地図情報から、表示部に表示する範囲内の進路上にインタ
ーチェンジの表示を検出した場合には、予定進路上にインターチェンジが存在しているか
否かを特定する。
【００６７】
　ここで、予定進路上にインターチェンジがある場合（ステップＳ４０２において「ＹＥ
Ｓ」の場合）、制御部４１は、気圧測定処理を実行する（ステップＳ４０３）。具体的に
は、制御部４１の高さ検出手段４１２は、圧力センサ４６が測定した気圧測定値を取得し
、制御部４１のＲＡＭに記録する。本実施形態では、このとき測定された気圧測定値を基
準気圧情報の基準気圧として用いる。また、このときの標高を、基準高さの「０」として
用いる。
【００６８】
　その後、インターチェンジに進入した場合（ステップＳ４０４において「ＹＥＳ」の場
合）、制御部４１は、再び、気圧測定処理を実行する（ステップＳ４０５）。具体的には
、制御部４１の高さ検出手段４１２は、圧力センサ４６が測定した気圧測定値を取得し、
制御部４１のＲＡＭに記憶する。
【００６９】
　そして、制御部４１は、気圧変化があったか否かを判断する（ステップＳ４０６）。具
体的には、制御部４１の高さ検出手段４１２は、ステップＳ４０３においてＲＡＭに記録
した気圧測定値と、ステップＳ４０５においてＲＡＭに記録した気圧測定値とを比較し、
両者の気圧測定値が許容変化圧力値以上、異なる場合には、気圧変化ありと判断する。
【００７０】
　ここで、許容変化圧力値以上の圧力変化がないことにより、気圧変化がなかったと判断
した場合（ステップＳ４０６において「ＮＯ」の場合）には、制御部４１は、同じ層の進
路上を進行していると特定する（ステップＳ４０７）。具体的には、制御部４１の高さ検
出手段４１２は、インターチェンジに進入する前に走行していた階層と同じ階層を走行し
ているという階層特定情報をナビゲーション表示制御手段４１０に提供する。
【００７１】
　一方、気圧変化があったと判断した場合（ステップＳ４０６において「ＹＥＳ」の場合
）には、制御部４１は、気圧が上昇したか否かを判断する（ステップＳ４０８）。
　ここで、気圧の上昇を検知した場合（ステップＳ４０８において「ＹＥＳ」の場合）、
制御部４１は、下階層に移動したと判断する（ステップＳ４０９）。具体的には、制御部
４１の高さ検出手段４１２は、ステップＳ４０５で測定した圧力がステップＳ４０３で測
定した圧力よりも高くなっている場合には、下階層に移動したと判断する。この場合、制
御部４１の高さ検出手段４１２は、インターチェンジに進入する前に走行していた階層の
下階層を走行しているという階層特定情報をナビゲーション表示制御手段４１０に提供す
る。
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【００７２】
　一方、気圧の下降を検知した場合（ステップＳ４０８において「ＮＯ」の場合）、制御
部４１は、上階層に移動したと判断する（ステップＳ４１０）。具体的には、制御部４１
の高さ検出手段４１２は、ステップＳ４０５で測定した圧力がステップＳ４０３で測定し
た圧力よりも低くなっている場合には、上階層に移動したと判断する。この場合、制御部
４１の高さ検出手段４１２は、インターチェンジに進入する前に走行していた階層の上階
層を走行しているという階層特定情報をナビゲーション表示制御手段４１０に提供する。
【００７３】
　そして、制御部４１は、取得した階層特定情報を用いて現在地の特定処理を実行する（
ステップＳ４０１）。具体的には、ナビゲーション表示制御手段４１０は、車の位置を特
定する情報と、この車の位置に対応する地図情報とを取得し、これらと高さ検出手段４１
２から取得した階層特定情報とを用いて、地図情報に現在位置と目的地への進行方向とを
含めたナビゲーション画面を生成し、ＩＦ制御手段４１１を介して表示部４４に表示する
。そして、予定進路上にインターチェンジがあった場合（ステップＳ４０２において「Ｙ
ＥＳ」の場合）には、ステップＳ４０３以降の処理が繰り返して実行される。
【００７４】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　・　本実施形態では、表示部に表示する範囲内の進路上にインターチェンジがある場合
（ステップＳ４０２において「ＹＥＳ」の場合）、制御部４１は、圧力センサ４６が測定
した気圧測定値を取得し、制御部４１のＲＡＭに記録する（ステップＳ４０３）。その後
、インターチェンジに進入した場合（ステップＳ４０４において「ＹＥＳ」の場合）、制
御部４１は、再び、圧力センサ４６が測定した気圧測定値を取得し、制御部４１のＲＡＭ
に記憶する（ステップＳ４０５）。制御部４１は、気圧変化がなかったと判断した場合（
ステップＳ４０６において「ＮＯ」の場合）には、同じ階層の進路上を進行していると特
定する（ステップＳ４０７）。気圧が上昇した場合（ステップＳ４０８において「ＹＥＳ
」の場合）、制御部４１は、下階層に移動したと特定する（ステップＳ４０９）。気圧が
下降した場合（ステップＳ４０８において「ＮＯ」の場合）、制御部４１は、上階層に移
動したと特定する（ステップＳ４１０）。制御部４１は、特定した階層（インターチェン
ジに進入する前に走行していた階層と同じ階層、その階層の下階層、又は上階層）を走行
しているという階層特定情報を用いて現在地の特定処理を実行する（ステップＳ４０１）
。このため、平面的な位置情報では特定が困難なインターチェンジに進入する前後におい
て測定された気圧測定値を比較して、走行する階層を特定する。この場合、地図情報から
インターチェンジを検出した場所から利用者の現在位置までの距離は、天候による気圧変
化が生じる距離に比べて小さい。従って、インターチェンジに進入する前後の天候による
気圧はほぼ同じとみなせるので、天候による気圧変化の影響をほとんど受けずに、インタ
ーチェンジにおいて、車が走行している現在位置をより正確に特定して、その現在位置に
応じたより正確なナビゲーションを行なうことができる。
【００７５】
　また、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　○　上記第１実施形態においては、携帯電話端末１０の制御部１１は、データの送受信
を行なう基地局２０の標高と基地局２０で測定された気圧とを含む基準気圧情報を用いて
標高算出式を更新した。この場合、携帯電話端末１０が標高算出式を更新するために用い
る基準気圧情報は、これに限られない。例えば、基地局２０は、携帯電話端末１０の現在
位置に近い基準気圧情報提供局の気圧と標高を提供してもよい。具体的には、図８に示す
ように、この基準気圧情報提供局として、基地局２０が通話範囲としてカバーする場所に
ある百葉箱３０や気象庁地域観測システムのアメダス（AMeDAS＝Automated Meteorologic
al Data Acquisition System）等から基準気圧情報を取得してもよい。この場合、基準気
圧情報提供局に、気圧を測定する圧力センサと、標高と気圧測定値とを含む基準気圧情報
を記憶するメモリと、データ更新制御手段と、通信制御手段とを設ける。基準気圧情報提
供局のデータ更新制御手段は、定期的に、圧力センサが測定した気圧を、メモリに記録さ
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れた基準気圧情報の気圧測定値として更新する。基地局２０はデータ記憶部を備える。こ
のデータ記憶部には、各基準気圧情報提供局を識別する提供局識別子と、その位置情報と
を関連付けたデータが記憶されている。
【００７６】
　携帯電話端末１０は、基準気圧情報取得要求を行なう場合、この基準気圧情報取得要求
に、データ記憶部１５の現在位置データに記憶されている平面位置を含ませる。基地局２
０は、受信した基準気圧情報取得要求に含まれる平面位置と基準気圧情報提供局の位置情
報とを比較し、携帯電話端末１０に最も近い基準気圧情報提供局を特定する。基地局２０
は、この基準気圧情報提供局に対して基準気圧情報送信要求を行なう。基準気圧情報提供
局の通信制御手段は、これに対応してメモリに記録された基準気圧情報を基地局２０に送
信する。基地局２０は、取得した基準気圧情報を携帯電話端末１０に送信する。この場合
には、携帯電話端末１０の現在位置により近い場所における基準気圧及び基準標高を取得
することができる。更に、各基地局２０に、圧力センサを設ける必要もなく、基準気圧情
報を記憶しなくてもよい。
【００７７】
　また、基地局２０は、基準情報管理サーバを介して各基準気圧情報局に接続してもよい
。この場合、例えば、基準情報管理サーバは、提供局識別子とその位置情報とを記憶する
。そして、基地局２０から、携帯電話端末１０の平面位置を含む基準気圧情報送信要求を
取得した基準情報管理サーバは、基準気圧情報取得要求に含まれる平面位置と基準気圧情
報提供局の位置情報とを比較し、携帯電話端末１０の平面位置に最も近い基準気圧情報を
有する基準気圧情報提供局を特定する。基準情報管理サーバは、特定した基準気圧情報提
供局から基準気圧情報を取得して、基地局２０を介して携帯電話端末１０に送信する。ま
た、基準情報管理サーバが、地域毎に用いる基準気圧情報を保持してもよい。具体的には
、基準情報管理サーバは、各基準気圧情報提供局から気圧を定期的に取得する。更に、基
準情報管理サーバは、低気圧や高気圧の移動状態に応じて、地域毎の所定時間内に適用さ
れる基準気圧と基準標高とを算出し、これらを含む基準気圧情報と、各地域を特定する位
置情報に関連付けて記憶しておく。基準情報管理サーバは、基準気圧情報取得要求に含ま
れる平面位置と地域の位置情報とを比較して携帯電話端末１０の平面位置を含む地域を特
定し、この地域の基準気圧情報を取得して、基地局２０を介して携帯電話端末１０に送信
する。
【００７８】
　○　上記第１実施形態において、制御部１１は、緊急連絡先への通知処理を実行する場
合（ステップＳ３０６）において、現在位置情報を含む緊急通知を緊急連絡先に対して行
なった。また、上記第２実施形態において、制御部４１は、特定した階層を走行している
という階層特定情報を用いて現在地の特定処理を実行した（ステップＳ４０１）。これに
限らず、出力する現在位置に関する情報は、他の情報であってもよい。例えば、第１実施
形態においては、制御部１１に「１階の平均高さ」を記憶しておく。制御部１１は、標高
算出式を用いて算出した現在位置の標高を、記憶している「１階の平均高さ」で除算して
、利用者がいるおよそのフロア（階）情報を、現在位置情報を含めて緊急通知を行なって
もよい。
【００７９】
　○　上記第１実施形態において、制御部１１は、標高算出式更新処理又は緊急通知処理
において、基地局２０に対して基準気圧情報取得要求を行なって、基地局２０から基準気
圧情報を取得した。これに代えて、基地局２０が、定期的に、制御部１１に対して、基準
気圧情報を送信してもよい。
【００８０】
　○　上記第１実施形態において、屋内検出条件として、屋内外の移動を検出するための
屋内外気圧変化しきい値に関するデータを用いた。屋外から屋内に入ったことを検出する
ための屋内検出条件は、これに限られない。例えば、屋内に入った場合に、気圧が所定の
パターンで変動する場合には、このパターンを屋内検出条件として、制御部１１の屋内外
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特定手段１１６に記憶させておいてもよい。
【００８１】
　○　上記第２実施形態においては、制御部１１は、地図情報においてインターチェンジ
がある場合に、場所特定処理を実行した。インターチェンジに限らず、平面的な地図情報
から利用者の現在位置が一意に特定できない階層化されたエリアであれば、場所特定処理
を行なってもよい。また、上記第２実施形態では、車についてのナビゲーション装置４０
について説明したが、人をナビゲーションする場合について適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の現在位置出力装置としての携帯電話端末を説明する説明図。
【図２】第１実施形態の携帯電話端末の内部構成を説明するブロック図。
【図３】第１実施形態の屋内外特定処理の処理手順を説明する流れ図。
【図４】第１実施形態の標高算出式更新処理の処理手順を説明する流れ図。
【図５】第１実施形態の緊急通知処理の処理手順を説明する流れ図。
【図６】第１実施形態の屋内補正値を説明する説明図。
【図７】第１実施形態の階層移動検出パターンを説明する流れ図。
【図８】第１実施形態の変更例を説明する説明図。
【図９】本発明の現在位置出力装置としてのナビゲーション装置の内部構成を説明するブ
ロック図。
【図１０】第２実施形態の場所特定処理の処理手段を説明する流れ図。
【符号の説明】
【００８３】
　ΔＰ…気圧差、Ｐ１，Ｐ２…気圧、１０…携帯電話端末、１１，４１…制御部、１２…
無線通信部、１３，４３…操作部、１４，４４…表示部、１５…データ記憶部、１６，４
６…圧力センサ、２０…基地局、４０…ナビゲーション装置、４２…ＧＰＳ受信部、４５
…地図データ記憶部、１１１…通信制御手段、１１２…ＩＦ制御手段、１１３…緊急連絡
手段、１１４…位置情報取得手段、１１５…高さ算出手段、１１６…屋内外特定手段、１
１７…タイマ、４１０…ナビゲーション表示制御手段、４１１…ＩＦ制御手段、４１２…
高さ検出手段。
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